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国際交流事業に係る海外渡航及び海外からの来学者の受入について（通知） 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を踏まえ、本学関係者の海外への渡航等については、

令和３年６月21日付け「『新型コロナウイルス感染拡大防止のための札幌医科大学の行動指針』

等の取扱い」に則した対応をお願いしているところです。 

一方、同感染症の流行の長期化や世界的な変異ウイルスの蔓延等により、国レベルでの出入国

規制及び防疫措置が当面継続することが想定され、本学が主催する海外協定校等との国際交流事

業（派遣・受入）については、感染の拡大防止に向けて必要性を十分検討し、より慎重に判断す

る必要があることから、国際交流部として次のとおり取り扱うこととしましたので、ご了知願い

ます。 

記 

 

１ 国際交流事業に係る教職員・学生の海外渡航について 

（１）外務省の海外安全情報において、危険情報または感染症危険情報レベルが２以上に指定

されている国・地域への渡航は中止する。 

（２）外務省の海外安全情報において、経由地を含む全ての渡航先の国・地域が危険情報及び

感染症危険情報レベルがともに１以下であっても渡航は自粛する。 

なお、相当な理由がある場合は以下の条件を全て満たした場合に、渡航を可能とする。   

①渡航先の国・地域が実施する出入国規制や防疫措置の内容を事前に十分理解し、遵守

すること 

②帰国の際に、日本国政府が実施する「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の

強化に係る措置」等に定められた防疫措置を遵守すること 

③渡航計画が通常業務に支障を来さず、渡航が安全・確実に実施できることについて、 

事前に所属長等が確認し、その承認を得ていること 

    ④上記①から③の履行または確約が国際交流委員会で確認され、事業実施の承認を得て

いること 

 

２ 国際交流事業に係る海外からの来学者の受入について 

 以下の条件を全て満たした場合に、海外からの来学者（日本人を含む）の受入を可能とする。 

（１）日本国政府が実施する「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置」

等、海外からの来学者の受入や帰国に際して必要となる防疫措置について、事前に来学予

定者に説明し了承を得た上で、手続等を適切に行うこと 

（２）出入国の際の防疫措置等に伴い生じる追加的経費の来学者側負担について、事前に来学予

定者に説明し了承を得ること 



（３）授業の実施方法や教育研究活動及び会議等については、「新型コロナウイルス感染拡大防

止のための札幌医科大学の行動指針(BCP)」に基づいて行うものとし、事前に来学予定者

に説明し了承を得ること 

（４）来学・滞在時においては、国や地方自治体が示す移動・行動制限等に従うとともに、感染

拡大防止に向けて本学が実践している「新北海道スタイル」等の基本的な行動の遵守を周

知徹底すること 

 

 

【参考・関連リンク】 

 ■外務省 

○海外安全ホームページ 

  https:/www.anzen.mofa.go.jp/ 

○新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び

入国に際しての条件・行動制限措置 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

     ○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 

       https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

 ○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 

 ■厚生労働省 

○新型コロナ感染症について 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 ○水際対策の抜本的強化に関する Q＆A新型コロナ感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou 

_00001.html#Q2-1 

 ■文部科学省 

   ○新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について  

       https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/ 

  ■法務省（出入国在留管理庁） 

     ○海外からの入国 

    http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00151.html 
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